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概要

本稿は，北（先進国）から南（途上国）への海外直接投資 (FDI)が技術移転の経路となっており，イノ

ベーション率，模倣率が内生的である南北貿易モデルにおいて，知的所有権の緩和（模倣の私的費用の減

少）および各地域の労働供給がイノベーション率，模倣率，多国籍化率，および南北の相対賃金に与える効

果を分析する。その結果，模倣の私的費用の減少はイノベーション率，多国籍化率，および南の相対賃金を

増加させ，模倣率を減少させることを示す。次に，北の労働供給はイノベーション率，模倣率，および北の

相対賃金を増加させ，南の労働供給の増加はイノベーション率，多国籍化率，および南の相対賃金を増加さ

せることを示す。従って，労働供給の増加に関しては，イノベーション率を増加させ，労働供給が増えた地

域の相対賃金が増加するという，Grossman and Helpman (1991, Ch. 11)と同様の結論が得られる。
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1 はじめに

イノベーションを行う先進国（北）とその技術を模倣によって習得して経済成長を遂げようとする途上

国（南）の間における知的所有権の問題は，非常に重要で興味深い問題である。TRIPs 協定 (Agreement

on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights：知的所有権の貿易関連の側面に関する協定)が

WTO加盟国に知的所有権保護を要求するなど，貿易における知的所有権の問題は世界的な重要課題となって

いる。TRIPs協定は，南の諸国にも知的所有権を強化することを要求している。正当な対価を支払わずに模

倣を通じて経済発展している南の地域にとって，こうした要求は直観的にも厳しいものであると考えられる。

したがって，南における知的所有権の強化がどのような結果をもたらすのかは重要な問題である。

そのような状況の中で，知的所有権の効果を分析する多くの理論的研究がある。本稿は，その中でも，

Vernon (1966)のプロダクトサイクル論の枠組みの中で，知的所有権の効果を分析したものに焦点を当てる。

さらに，このようなモデルは，北の研究開発の成果が新しい財の誕生という形で現れるバラエティ拡大型のモ

デルと，既存の製品の品質向上という形で現れる品質階梯型のモデルに大きく分けられるが，本稿は，前者の

バラエティ拡大型のモデルに焦点を当てる*1。

∗ E-mail: bn03q102@stecon.u-hyogo.ac.jp
*1 品質階梯型のモデルでは，Glass and Saggi (2002)が包括的な分析を行っている。Glass and Saggiは，北の研究開発・直接投
資活動，南の模倣活動を全て内生化し，リバースエンジニアリング（北が南の製品を直接模倣すること）と多国籍企業への模倣の
両方が存在するモデルにおいて知的所有権の強化（模倣活動における労働効率性の低下）が，模倣活動における労働雇用量を増加
させ，直接投資の受け皿を減少させ，北において生産部門の雇用量が増加し，結果として研究開発部門に配分する労働が減少する
ために，製品開発率を減少させることを示した。また，Glass and Wu (2005) は，Glass and Saggi (2002) において模倣活動
を外生にして，バラエティ拡大モデルと品質階梯型モデルとの比較を行っている。
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新しい財は当初は先進国（北）で生産され，後にその生産が途上国（南）に移転するという Vernon (1966)

のプロダクトサイクル論の枠組みにおいて，知的所有権の強化がイノベーション率や経済厚生に与える効果

は，Grossman and Helpman (1991, Ch. 11)によって分析された。彼らは，北の研究開発と南の模倣活動を

内生化したモデルにおいて，知的所有権の強化（模倣活動における私的費用の増加）はイノベーション率，南

の相対賃金，模倣率を減少させることを示した*2。Helpman (1993)は Grossman-Helpman (1991, Ch. 11)

のモデルを南の模倣率を外生にすることによって単純化し，南北の経済厚生に与える影響を分析できるように

拡張した。その結果，知的所有権の強化（模倣率の減少）はイノベーション率および南の経済厚生を減少さ

せ，一定の条件の下では，北の経済厚生も減少させることを示した*3。しかし，これら二つの分析においては，

北から南への技術移転の経路は，南が北の製品を直接模倣するというリバースエンジニアリングのみであっ

た*4。Vernon (1966)のプロダクトサイクル論は，北から南への生産移転の経路として海外直接投資 (FDI)を

重視している。そこで，Lai (1998)は北から南への海外直接投資が存在し，北の製品開発率が内生化されてい

るモデルで，知的所有権の強化の効果を分析し，技術移転の経路がリバースエンジニアリングのときと海外直

接投資のときで，知的所有権の強化がイノベーション率および南北の相対賃金に与える効果が逆転することを

示した。しかし，Lai (1998)では模倣率は外生である。模倣率を外生として扱うことは分析の単純化のために

は有効であるが，特に高度な製品を模倣する場合には，費用がかかると考える方が自然であり，この点を考え

ると，模倣率が内生的なモデルで分析することが重要であると思われる。

直接投資活動が存在し，北の研究開発と南の模倣活動をともに内生化した南北貿易モデルはそれほど多くな

い*5。また，海外直接投資が存在するモデルにおいて，労働供給の増加の効果の分析はあまり行われていない

が，海外直接投資は，北から南へ労働需要をシフトさせる効果を持つために，労働供給の増加の効果の分析は

重要であると考えられる。

そこで本稿は，直接投資が存在し，北のイノベーション率と南の模倣率がともに内生的であるモデルを構築

して，知的所有権の緩和，労働供給の増加が，イノベーション率，模倣率，多国籍化率，および南北の相対賃

金に与える効果を分析する*6。先行研究における本稿のモデルの位置づけは表 1にまとめられている。

本稿のモデルは，Lai (1998)において南の模倣活動に労働投入を必要とすることによって模倣率を内生化し

たものである。Laiは北から南への技術移転の経路が (i)直接投資のみ，(ii)リバースエンジニアリングのみ，

(iii)直接投資とリバースエンジニアリングの両方の 3つのケースを考察している。本稿では (i)のケースのみ

を考える。(ii)のケースについては Grossman and Helpman (1991, Ch. 11)が分析したケースに該当する。

(iii)のケースについては分析していないが，一定の条件下で (i)に帰着することが Appendix A.8において示

されている。

ところで，模倣率を内生化すると，知的所有権の緩和をどのように表現するかが問題となってくる。模倣率

*2 しかしながら，南北の賃金格差が小さいときには，模倣活動の私的費用の増加は，イノベーション率と模倣率に全く影響を与えず
に，南の相対賃金を低下させるのみである。

*3 本稿では、経済厚生については分析しない。南北の利害対立については、相対賃金の変化によって分析することが出来る。
*4 Helpman (1993)は分析の後半（sec. 4）で北から南への直接投資を通じた技術移転を考慮に入れているが，北の研究開発活動が
外生であるので，知的所有権の強化がイノベーション率に与える効果を分析することができない。

*5 いくつかの例外は Lai (2001)および Branstetter et al. (2005)である。Lai (2001)は模倣率を内生化した直接投資モデルを構
築しているが，南に 2 国が存在し，直接投資の受け入れ競争を行っている点で，Helpman や Lai の設定とは若干異なる。また，
多国籍企業が南の企業に模倣されても多国籍企業の利潤が完全に失われずに両者で利潤を均等に分割するという設定になってい
る。これに対して，Helpmanや Lai，本稿では多国籍企業の製品は，南の企業に模倣されると，完全に市場から排除されて利潤は
ゼロとなってしまう。一方，Branstetter et al. (2005) は本稿で考察しているようなタイプのモデルにおいて模倣率を内生化し
ているが，多国籍化率の定義が若干異なる。また，知的所有権の強化の効果に関して，解析的な結論を導出していない。

*6 先行研究では，知的所有権の強化の効果を分析しているが，本稿では結果の解釈をわかりやすくするために知的所有権の緩和の効
果を分析する。当然，結果を逆に読み替えることも可能である。

2



技術移転の経路

リバースエンジニアリング FDI

模 外生 Helpman (1993) Lai (1998)

倣 内生 G-H (1991, Ch. 11) 本稿

注：Helpman (1993) では，海外直接投資が存在するケースも考察されているが，北の研究開発が外生である。

　　 Lai (1998) ではリバースエンジニアリングと FDI の両方が技術移転の経路となるケースも考察されている。

表 1 先行研究における本稿のモデルの位置づけ

が外生的であるモデルにおいては，知的所有権の緩和は模倣率の（外生的な）増加とされている（Helpman

(1993), Lai (1998), Mondal and Gupta (2006), Glass and Wu (2005)）。しかし，模倣率が内生的であるモ

デルにおいては当然模倣率を操作することができないので，他の政策変数が知的所有権の緩和を表すことにな

る。Glass and Saggi (2002)および Branstetter et al. (2005)では模倣活動における労働効率性の減少を知

的所有権の強化としている。一方，Grossman and Helpman (1991, Ch. 11)では模倣の私的費用の減少を知

的所有権の緩和としている。本稿では Grossman and Helpman (1991, Ch. 11)に従い，模倣の私的費用の減

少を知的所有権の緩和と解釈する。

本稿の分析の主要な結果は以下の通りである。模倣活動における私的費用の減少は，模倣率を減少させ，イ

ノベーション率，多国籍化率，および南の相対賃金を増加させる。次に，北の労働供給の増加は，イノベー

ション率，模倣率，北の相対賃金を増加させる。最後に，南の労働供給の増加は，イノベーション率，多国籍

化率，南の相対賃金を増加させる。

本稿の構成は以下の通りである。2節では，分析に用いるモデルを提示して，均衡条件を説明する。3節で

は，知的所有権の緩和（模倣活動における私的費用の減少），労働供給の増加が，イノベーション率，模倣率，

多国籍化率，南北の相対賃金に与える効果を比較定常状態分析によって分析する。4節では，結論と今後の課

題について述べる。本文中の式の導出や複雑な計算等は Appendixにまとめられている。

2 モデル

本稿で展開するモデルは，Lai (1998)で技術移転の経路が海外直接投資のみであるケースにおいて模倣率を

内生化したものである。また，経済は常に定常状態にあるとする。

経済は北（主に先進国）と南（主に途上国）から成り，各地域の企業は水平的に差別化された財を生産して

いる。新しい製品を開発できるのは北の企業のみであるとする。製品の開発に成功した北の企業はそのまま北

で生産を続けるか，海外直接投資によって南に移転して，南の低賃金の労働を利用して生産を行うかを各時点

で選択する。南に移転すると，製品を模倣されるリスクに直面する。一端模倣されると，後に説明する南の価

格付け戦略によって市場から排除されて，利潤がゼロになってしまう。南の企業は新しい製品を開発すること

はできないが，南に移転してきた多国籍企業の製品を模倣*7することによって生産方法を習得することができ

る。ただし，南の企業が北の企業の製品を直接模倣すること（リバースエンジニアリング）はできないとす

る。つまり，本稿のモデルでは，直接投資を通じた技術移転のみを考える（図 1参照）。各地域には，唯一の

生産要素である労働が存在する。労働は研究開発（イノベーションおよび模倣活動）と生産活動に自由に従事

*7 Branstetter et al. (2005)はこのタイプの模倣を “local imitation”と呼んでいる。
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FDI

模倣

北 南

北の企業

多国籍企業

南の企業

図 1 技術移転の経路

できる。労働は地域内を自由に移動できるが，地域間は移動できないとする。

2.1 消費者行動

各地域には同一の選好を持つ消費者が存在し，両地域の企業が生産する差別化財を消費する。消費者行動に

ついては Lai (1998)と同様である。

代表的消費者は異時点間の予算制約の元で，異時点間効用を最大化する。

Wb(t) =
∫ ∞

t

e−ρ(τ−t) Ub(τ)1−σ − 1
1− σ

dτ, b = N(北), S(南) (1)

ここで，ρは割引率，Ub ≡
(∫ n(τ)

0
xb(j)αdj

)1/α

は差別化財の消費から得られる Dixit-Stiglitz型の瞬時的効

用，xb(j)は地域 bの消費者による j 財の消費，nは経済全体に存在するバラエティの総数，α ∈ (0, 1)は選

好に関するパラメータ，σ は異時点間の代替の弾力性の逆数を表す。また，下付の添え字 b(= N,S)は地域を

表す。

異時点間の予算制約は以下のようになる。
∫ ∞

t

e−r(τ−t)Eb(τ)dτ =
∫ ∞

t

e−r(τ−t)Yb(τ)dτ + Zb(t) (2)

ここで r は利子率，Eb は支出，Yb は所得である。Zb は資産の現在価値を表す。南北間での資本移動は自由

であると仮定するので，利子率は南北間で等しくなる。

この最適化問題は 2段階に分けることができる。第 1段階では，代表的消費者は以下の予算制約のもとで瞬

時的効用 U(t)を最大化する。 ∫ n

0

p(j)xb(j)dj = Eb(t) (3)

ここで，p(j)は j 財の価格を表す。この静学的な最適化問題を解くことにより以下のような j 財への需要関

数が得られる（この式の導出については Appendix A.1参照）。

x(j) =
Ep(j)−ε

∫ n

0
p(j′)1−εdj′

(4)
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ここで，E = EN + ES は経済全体の支出，ε ≡ 1/(1− α) > 1は差別化財の間の代替の弾力性を表す。

第 2段階では，消費者は異時点間の予算制約 (2)のもとで異時点間効用 (1)を最大化する。E = nと基準化

することにより，異時点間の最適条件は以下のようになる（この式の導出については Appendix A.2参照）。

r = ρ + φg (5)

ここで，表記の簡単化のために φ ≡ 1− (1− σ) 1−α
α としている。また，g ≡ ṅ/nは経済全体のバラエティの

成長率を表し，イノベーション率と呼ぶ。ドット付きの変数は時間に関して微分したことを表し，ṅ = dn/dt

である。

2.2 生産者行動

次に，各企業の生産行動について見ていく。各企業は，次節で説明する研究開発活動によって各財に固有な

生産技術を習得した後に，その財を生産することができる。北には 1種類の企業が存在するが，南には模倣に

成功した企業と多国籍企業の 2種類が存在する。

南北それぞれの生産における単位労働必要量は 1 と基準化する。ただし，Lai (2001), Glass and Saggi

(2002)に従い，南で生産する北の多国籍企業は，南の経済環境に不慣れであるため，単位労働必要量は η > 1

であるとする。従って，北の企業の限界費用は wN，南の企業の限界費用は wS，南で生産する多国籍企業の

限界費用は wSη である。ここで，wb は地域 b の賃金を表す。ただし，海外直接投資が行われるためには，

wN > wSη，つまり南で生産した方が費用が低くならなければならない。

経済全体のバラエティの構成は以下のようになる。

n = nN + nm + ni︸ ︷︷ ︸
nS

ここで，nN は北で生産されている製品数，nm は南に移転した北の企業（多国籍企業）によって生産されて

いる製品数，ni は南の企業によって模倣された製品数，nS は南で生産されている製品数を表す。

次に，各企業の価格付け戦略についてみていく。企業間の独占的競争を仮定する。北の企業は利潤を最大化

するようにマークアップの価格付けを行う。その価格は (4)より以下のようになる。

pN =
wN

α
(6)

ここで，pN は北の代表的企業の製品の価格を表す。労働は地域内を自由に移動できるので，賃金は地域内の

全ての企業で等しくなり，全ての北の企業が同じ価格を付ける。従って，(6)より，北の企業の操業利潤 πN

は以下のようになる。

πN =
1− α

α
wNxN (7)

ここで，xN は北の代表的企業の販売量（生産量）を表す。

まだ模倣されていない製品を生産している多国籍企業も同様に，マークアップの価格付けを行う。

pm =
wSη

α
(8)

ここで pm は代表的な多国籍企業の製品の価格を表す。従って，xm を多国籍企業の販売量とすると，(8)よ

り，多国籍企業の操業利潤 πm は以下のようになる。

πm =
1− α

α
wSηxm (9)
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次に，模倣に成功した南の企業の価格付け戦略について考える。wSη > wS/αつまり αη > 1のとき，模倣

された多国籍企業が限界費用の価格付けを行っても，南の企業利潤を最大にするマークアップの価格を上回る

ので，南の企業は安心してマークアップの価格を付けることができる。

pi =
wS

α
（αη > 1のとき） (10)

一方，wSη ≤ wS/αつまり αη ≤ 1のとき，南の企業がマークアップの価格付けをしたときに，多国籍企業は

限界費用の価格付けをすることによって対抗することができる。このとき，南の企業は多国籍企業の限界費用

wSη よりもわずかに低い価格を付けることによって，多国籍企業を市場から排除しようとする。

pi = wSη （αη ≤ 1のとき） (11)

従って，南の模倣に成功した企業の操業利潤 πi は以下のようになる。

πi =
1− α

α
wSxi （αη > 1のとき） (12)

πi = (η − 1)wSxi （αη ≤ 1のとき） (13)

ここで xi は代表的な南の企業の販売量を表す。

2.3 研究開発

各地域の研究開発活動について描写することにする。北の企業は研究開発活動によって，新たな財を発明し

ようとする。一方，南の企業は多国籍企業の製品を模倣しようとするものとする。

北の研究開発活動を示す関数は以下のようであるとする。

ṅ =
HR

NKN

ad
(14)

ここで，HR
N は研究開発活動に投入される労働量，ad は研究開発活動における労働の生産性を表すパラメー

タ，KN は北の研究開発活動における知識のストックを表す。この式が意味していることは，1単位の新しい

財を発明するためには，ad/KN 単位の労働が必要とされるということである。ここでは，研究開発における

知識のストックはこれまでに開発した製品の数に比例し，KN = nであるとする*8。

南の模倣活動を示す関数は以下のようであるとする。

ṅi =
HR

i Ki

ai
(15)

ここで，HR
i は模倣活動に投入される労働量，ai は模倣活動における労働の生産性を表すパラメータ，Ki は

模倣活動における知識のストックを表す。この式が意味していることは，1単位の製品を模倣するためには，

ai/Ki 単位の労働が必要とされるということである。一般に Ki は nN , ni, nm の増加関数になると考えられ

る。ni は模倣の累積的経験を，nm は南で生産している多国籍企業の知識が国内にスピルオーバーする，もし

*8 Mondal and Gupta (2006)は，模倣されてしまった製品は知識のストックに寄与せずKN = nN であるときに，知的所有権の
強化がイノベーション率に与える効果が，Helpman (1993)および Lai (1998)のオリジナルなモデルと逆転することを示してい
る。
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くは模倣の対象となる財が多くなるほど模倣の生産性を増加させる効果を，nN は北で行われている研究が南

にスピルオーバーする効果を表している。本稿では，最も単純なケースとして，Ki = ni とする*9。

イノベーション率が正となる均衡では，vN を北の製品の設計図の市場価値とすると，以下が成立する。

vN =
wNad

n
(16)

模倣率が正となる均衡では，以下が成立する。

vi = (1− ψi)
wSai

ni
(17)

ここで，vi は南の製品の設計図の市場価値を表す。また，ψi は模倣の私的費用の減少の程度を表し，ψi が増

えるほど，模倣の費用が低くなる。Grossman and Helpman (1991, Ch. 11, p. 299)に従い，これを知的所

有権の緩和と解釈する。また，初期には ψi = 0である。

2.4 定常状態

以下では定常状態で成立する均衡条件についてみていく。その前に，二つの変数を定義する。一つ目は，多

国籍化率 ω である。北の企業が南に生産を移転する確率を表す。全ての北の企業は同質であるので，多国籍

化率は以下のように定義される。
ω ≡ ṅS/nN

二つ目は，模倣率 µであり，これは多国籍企業の製品が南の企業によって模倣される確率を表す。全ての多国

籍企業が等しい確率で模倣のリスクにさらされると仮定すると，模倣率は以下のように定義される。

µ ≡ ṅi/nm

ṅ/n = ṅN/nN = ṅm/nm = ṅi/ni = ṅS/nS = g となる定常状態では，これら二つの変数も一定となる。定

常状態では，各バラエティの比率を g, µおよび ω の関数として表すことができる*10。

ni

nm
=

µ

g
(18)

nS

nN
=

ω

g
(19)

*9 Branstetter et al. (2005)は多国籍企業によるスピルオーバーの効果を考慮してKi = nS = ni + nm としている。また，Lai

(2001)は北から南への知識の完全なスピルオーバーを想定してKi = nとしている。
*10 これらの式の導出法は以下の通りである。

ni

nm
=

ṅi

nm

ni

ṅi
=

µ

g
→ nS

nm
=

nm + ni

nm
= 1 +

ni

nm
= 1 +

µ

g

nS

nN
=

ṅS

nN

nS

ṅS
=

ω

g
→ n

nN
=

nN + nS

nN
= 1 +

ω

g

nm

nN
=

nm

nS

nS

nN
=

g

µ + g

ω

g
=

ω

µ + g

ni

nN
=

ni

nS

nS

nN
=

µ

g + µ

ω

g

n

nm
=

n

nS

nS

nm
=

g + ω

ω

µ + g

g
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nm

nN
=

ω

µ + g
(20)

ni

nN
=

µ

g + µ

ω

g
(21)

n

nm
=

g + ω

ω

µ + g

g
(22)

最初に，各地域の労働市場均衡条件についてみていく。北の生産における単位必要労働量は 1であるので，

北の生産活動における労働雇用量は nNxN である。また，(14)より，定常状態では北で研究開発に従事する

労働量は adg となるので，HN を北の労働供給とすると，北の労働市場均衡条件は以下のようになる。

HN = adg + nNxN (23)

同様に，HS を南の労働供給とすると，南の労働市場均衡条件は以下のようになる。

HS = aig + nixi + ηnmxm︸ ︷︷ ︸
Hm

(24)

第 1項は，多国籍企業への模倣活動に投入される労働量，第 2項は南の企業の生産活動に投入される労働量，

第 3項は多国籍企業の生産活動に投入される労働量（多国籍企業の単位必要労働量は η である）を表す。な

お，Hm(≡ ηnmxn)は多国籍企業の労働需要を表すものとする。

次に，各地域の資本市場における裁定条件を考える。E = nと基準化しているので，ẇN/wN = ẇS/wS = g

となる。このとき，各企業の設計図の市場価値は一定となり，キャピタルゲイン（ロス）はゼロになる。従っ

て，北の資本市場における裁定条件は以下のようになる。
πN

vN
= r (25)

左辺は，北の企業が発行する株式の収益率を，右辺は安全資産への収益率を表す。裁定条件は両者が等しくな

ることを要求する。同様に，南の資本市場における裁定条件は以下のようになる。
πi

vi
= r (26)

次に FDI 均衡条件を考える。均衡では，北で生産を続けたときに得られる利潤の期待現在割引価値と

南に生産を移転したときに得られる利潤の期待現在割引価値が等しくならなければならない。従って，∫∞
t

e−r(τ−t)πNdτ =
∫∞

t
e−(r+µ)(τ−t)πmdτ が成立しなければならない。定常状態では µ は一定となること

と (5)を考慮すると，この条件は以下のようになる。

πN

πm
=

ρ + φg

ρ + φg + µ
(27)

この式は，多国籍企業のみが模倣のリスクに直面するため，πm > πN とならなければならないことを示して

いる。

これまで得られた諸条件式をまとめることにより，以下の式が得られる。
(

ρ + φg

ρ + φg + µ

)1/α

=
HN − adg

Hm
η

ω

µ + g
(28)

この式の導出については Appendix A.3参照。

(5), (7), (16), (19), (23)より，北の資本市場における裁定条件 (25)は以下のようになる。

1− α

α

ω + g

g
(HN − adg) = ad(ρ + φg) (29)
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2.5 αη > 1のケース

2.2節で見たように，αηが 1より大きいか小さいかで南の価格付け条件が異なるために，均衡条件が異なっ

てくるが，以下では，αη > 1のケースに焦点を合わせる。最初に，南の生産労働を g, µ, ωのみの関数として

表す。

nixi =
µ
g

µ
g + η1−ε

(HS − aig) (30)

Hm ≡ ηnmxm =
η1−ε

µ
g + η1−ε

(HS − aig) (31)

この 2式の導出については，Appendix A.4参照。

(28)に (31)を代入して，

(
ρ + φg

ρ + φg + µ

)1/α

=
HN − adg

HS − aig

ω

g + µ
(
µ

g
ηε + η) (32)

(5), (12), (17), (24), (30), より南の資本市場における裁定条件 (26)は以下のようになる。

1− α

α

µ
g

µ
g + η1−ε

(HS − aig) = ai(ρ + φg)(1− ψi) (33)

従って，αη > 1のケースの定常状態は，(29), (32)および (33)で表される。内生変数は，g, µおよび ω で

ある。以下では分析を容易にするために，内生変数 ω および µを消去する。ω を消去するために，(32)を以

下のように変形する。
ω

g
=

(
ρ + φg

ρ + φg + µ

)1/α
HS − aig

HN − adg

g + µ

µηε + ηg
(34)

この式を (29)に代入して，

1− α

α

[(
ρ + φg

ρ + φg + µ

)1/α
g + µ

µηε + ηg
(HS − aig) + (HN − adg)

]
= ad(ρ + φg) (35)

次に，µを消去する。(33)より，

µ =
aig(ρ + φg)η1−ε(1− ψi)

1−α
α (HS − aig)− ai(ρ + φg)(1− ψi)

(33′)

ρ + φg + µ = (ρ + φg)
1−α

α (HS − aig)− ai(ρ + φg − η1−εg)(1− ψi)
1−α

α (HS − aig)− ai(ρ + φg)(1− ψi)
(33′′)

g + µ = g
1−α

α (HS − aig)− ai(ρ + φg)(1− η1−ε)(1− ψi)
1−α

α (HS − aig)− ai(ρ + φg)(1− ψi)
(33′′′)

µηε + ηg = ηg
1−α

α (HS − aig)
1−α

α (HS − aig)− ai(ρ + φg)(1− ψi)
(33′′′′)
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上の 3式を (35)に代入すると，内生変数が g のみの式に帰着できる。

G(g) ≡
[ 1−α

α (HS − aig)− ai(ρ + φg)(1− ψi)
1−α

α (HS − aig)− ai(ρ + φg − η1−εg)(1− ψi)

]1/α 1−α
α (HS − aig)− ai(ρ + φg)(1− η1−ε)(1− ψi)

η

+
1− α

α
(HN − adg)− ad(ρ + φg) = 0

(36)

ここで，1− η1−ε = 1− η
ηε = ηε−η

ηε > 0であるから，

∂G

∂g
< 0,

∂G

∂ψi
> 0,

∂G

∂HS
> 0,

∂G

∂HN
> 0

となり，陰関数定理より，(36) 式から各外生変数が g に与える定性的効果を以下のように求めることがで

きる。
dg

dψi
> 0,

dg

dHN
> 0,

dg

dHS
> 0 (37)

3 比較定常状態分析

以上で分析の準備が整ったので，模倣の私的費用の減少および労働供給の増加が，イノベーション率，模

倣率，多国籍化率，および南北の相対賃金等に与える効果を比較定常状態分析によって分析する。ここでは，

αη > 1のケースについてのみ分析するが，αη ≤ 1のときにも同様の結果が成り立つ。

3.1 定常状態の存在・一意性

比較定常状態分析を行う前に，定常状態の存在・一意性について確認しておくことにする。

3.1.1 (36)による分析

内生変数を g のみに集約した式 (36)より，定常状態の存在を確認する。G(g) = 0より，定常状態での g の

値 g∗ が求まる。横軸との交点の存在を確認するために，まず切片の符号を求める。

G(0) =
1−α

α HS − aiρ(1− η1−ε)
η

+
1− α

α
HN − adρ

Lai (1998)に従い，北の閉鎖経済での成長率が正であると仮定すれば， 1−α
α HN − adρ > 0となる。従って，

ρが充分小さければ，G(0) > 0となる。また，g →∞のとき，φが 1に近ければ，Gの値は負になる。した

がって，ρが十分小さく，φが充分 1に近ければ，図 2のように g∗ が必ず一意に存在する。g∗ が求まれば，

(33′)より µ∗ が求まり，(34)より ω∗ が求まる。

3.1.2 (g, µ)平面による分析

前節の分析で，定常状態の存在と一意性について確認することができたが，後に図による分析をするため

に，(g, µ)平面において，定常状態の g, µがどのように決まるかを見ておく。

分析には，(33)および (35)を用いる。(33)を満たす g と µの組み合わせを (g, µ)平面上に描いたものを

SS曲線と呼ぶ。同様に，(35)を満たす gと µの組み合わせを (g, µ)平面上に描いたものをNME曲線と呼ぶ。
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G(g)

gg∗

1−α
α HS−aiρ(1−η1−ε)

η + 1−α
α HN − adρ

図 2 定常状態の存在

1− α

α
µ(HS − aig)− (1− ψi)ai(ρ + φg)(µ + gη1−ε) = 0 (SS)

1− α

α

[(
ρ + φg

ρ + φg + µ

)1/α
g + µ

µηε + ηg
(HS − aig) + (HN − adg)

]
− ad(ρ + φg) = 0 (NME)

定常状態での g, µの値はこの 2曲線の交点で定まる。SS曲線は常に右上がりであるが，NME曲線の傾きは

明確でない。しかし，もし右上がりであるなら，SS曲線の傾きよりも大きくなる（Appendix A.5参照）。つ

まり，NME曲線の傾きが正の時には NME曲線が SS曲線と上から交わることはない。従って，NME曲線

の切片が SS曲線の切片よりも大きいことを考慮すると，NME曲線と SS曲線が交わるためには，少なくと

も交点では NME曲線の傾きが負でなければならない。また，G(g) = 0となる g は一つしかないので，SS曲

線と NME曲線が複数の交点を持つことはない。従って，図 3のように描かれる（図では NME曲線が常に右

下がりであるように描かれているが，NME曲線は交点以外では右上がりになりうる）。

3.1.3 (g, ω)平面による分析

同様に，(g, ω)平面における定常状態の存在の分析も行っておくことにする。g と ω の一つ目の関係は (29)

より得られる。
1− α

α

ω + g

g
(HN − adg)− ad(ρ + φg) = 0 (NN)
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µ

g

NME

SS

1−α
α

HS
η + 1−α

α HN−adρ
1−α

α

ai
η +ad( 1−α

α +φ)

1−α
α HS−aiρ

ai(
1−α

α +φ)

1−α
α HN−adρ

ad( 1−α
α +φ)

g∗

µ∗

図 3 (g, µ)平面における定常状態の存在

これを (g, ω) 平面上にプロットしたものを NN 曲線と呼ぶ。g と ω のもう一つの関係は，(33′′), (33′′′),

(33′′′′)を (34)に代入することにより得られる。

g

[ 1−α
α (HS − aig)− ai(ρ + φg)(1− ψi)

1−α
α (HS − aig)− ai(ρ + φg − η1−εg)(1− ψi)

]1/α 1−α
α (HS − aig)− ai(ρ + φg)(1− η1−ε)(1− ψi)

η 1−α
α (HN − adg)

−ω = 0

(ME)

これを (g, ω)平面上にプロットしたものをME曲線と呼ぶ。

NN曲線は右上がりであるが，ME曲線の傾きはどちらにもなりうる。しかし，ME曲線の傾きが正の時に

は，NN曲線の傾きよりも大きくなければならない（Appendix A.6参照）。従って，交点ではME曲線の傾

きは正とならなければならない（図 4）。

3.2 模倣の私的費用低下の効果の分析

最初に，模倣活動の私的費用の低下（ψi の増加）の効果を分析する。これは知的所有権の緩和に対応すると

考えられる。(37)式より，ψi の増加が g を増加させることはわかっている。ψi の増加が効果が µおよび µ/g

に与える効果は，図 5より分析することができる。ψi の増加は SS曲線を左上にシフトさせるが，NME曲線

はシフトしない。その結果，µは減少し，g は増加する。従って，µ/g は減少する。次に，ω および ω/g に与

える効果は，図 6より分析することができる。ψi の増加はME曲線を右にシフトさせるが，NN曲線はシフ

トしない。その結果，ω は増加する。交点は NN曲線に沿って右上に移動し，NN曲線の (g, ω)平面における

弾力性は 1より小さいので，ω/g は増加する。
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ω

g

NN

ME

1−α
α HN−adρ

ad( 1−α
α +φ)

HN/ad

g∗

ω∗

図 4 (g, ω)平面における定常状態の存在

次に，南北の相対賃金に与える効果を分析する。(A.7)より，相対賃金を表す式を以下のように変形する。

wS

wN
=

(
ρ + φg

ρ + φg + µ

) 1−α
α 1

η
=

(
1

1 + µ
ρ+φg

) 1−α
α 1

η

ψi が増加したときに，µは減少し，g は増加するので，wS/wN は増加することがわかる。分析結果は表 3に

まとめられる。

ここで得られた結果に対して解釈を与えることにする。模倣の私的費用の減少は，南の賃金を増加させる。

g, ω, wN を所与として，これは多国籍企業の利潤率を増加させる*11。多国籍企業は限界費用に対してマーク

アップの価格付けをするので，限界費用が上がれば高い価格を設定することができ，それが価格上昇による需

要減少の効果を上回って多国籍企業の利潤率を増加させるためである（g, ω, wN を所与として）。その結果，

北から南へ移転する企業が増加し，ω が増加する。北ではこれまで生産に従事していた労働が，多国籍化率の

増加により研究開発部門に開放されて，イノベーション率が増加する。模倣の私的費用が減少した効果と，直

接投資の増加により南の労働への需要が増加した効果によって，南の相対賃金は増加する。最後に，模倣率に

与える効果について考える。模倣の私的費用が減少したことにより，模倣に従事する労働が増加し，模倣され

る財のフローは増加する。これは模倣率を上昇させる。しかし，多国籍化率が増加しているために，nm が増

*11 (9), (22), (31)および多国籍企業が生産している財の開発費用は北の企業の製品開発費用 wNad/nに等しいことより，多国籍企
業の利潤率は以下のようになる。

πm

wNad/n
=

1− α

α

wS

wN

η1−ε

µ
g

+ η1−ε

HS − aig

ad

g + ω

ω

g + µ

g

ここで，(A.7)より，µは wS の減少関数である。従って，多国籍企業の利潤率は，g, ω, wN を所与として，wS とともに増加す
る。
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µ

g

NME

SS

1−α
α

HS
η + 1−α

α HN−adρ
1−α

α

ai
η +ad( 1−α

α +φ)

ψi ↑

図 5 ψi の増加の効果 (1)

ω

g

NN

ME

1−α
α HN−adρ

ad( 1−α
α +φ)

ψi ↑

図 6 ψi の増加の効果 (2)
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加する。これは模倣の対象となる企業が増加するために，1企業当たりが直面する模倣率は減少する。最終的

に後者の効果が上回り，模倣率は減少する*12。

ここでの結論は，ある意味では逆説的である。模倣の私的費用が低下したにもかかわらず，模倣率が減少し

てしまうのである*13*14。模倣率が外生的なモデルにおいては，知的所有権の緩和を表す政策変数と知的所有

権の緩和の程度の尺度がともに模倣率で一致しているために，両者が逆方向に動く可能性はない。しかし，模

倣率が内生的であるモデルにおいては，知的所有権の緩和を表す政策変数と，知的所有権の尺度が異なるため

に，両者が同じ方向に動く保証はない。本稿のモデルでは，知的所有権の緩和を表す政策変数（模倣活動にお

ける私的費用の減少）と知的所有権の緩和の程度を表す尺度（模倣率）が常に逆方向に変化する。これに対し

て，模倣率が内生化されている他のモデルにおいては，知的所有権の緩和を表す政策変数と知的所有権の緩和

を表す尺度が同方向に変化する*15。

3.2.1 先行研究との比較

前節で得られた結果を先行研究と比較することにする。先行研究における知的所有権の緩和の効果について

は表 2 にまとめられている。知的所有権の緩和は，Grossman and Helpman (1991, Ch. 11) および本稿で

は模倣の私的費用の低下として，Helpman (1993)および Lai (1998)では模倣率の減少として扱われている。

表 1 より，本稿のモデルと直接比較可能であるのは，Grossman and Helpman (1991, Ch. 11) および Lai

(1998)である。最初に，Grossman and Helpman (1991, Ch. 11)との比較を行う。表 2より，本稿のモデル

と比較すると，模倣率に与える効果が逆になっている。そこで，Grossman and Helpman (1991, Ch. 11)に

おける模倣率と本稿における多国籍化率はともに北から南に生産が移転する率を表しているので，これを技術

移転率とすると，両者のモデルにおいて知的所有権の緩和はイノベーション率，南の相対賃金，技術移転率を

増加させると考えることができる。

次に，Lai (1998)との比較を行う。一見すると，イノベーション率，多国籍化率，相対賃金に与える効果が

全て反対である。そこで，以下のように考える。Lai (1998)では模倣率の減少の効果を分析している。一方，

本稿では，模倣の私的費用の減少の結果，模倣率が（内生的に）増加している。このために，両者の結論が逆

転していると考えられる。

*12 Ki = ni より，模倣の対象となる企業の数 nm が増えても模倣活動のおける知識のストックは増加しない。これに対して，Lai

(2001) や Branstetter et al. (2005) の設定では nm の増加が模倣活動の知識のストックを増加させるために，結果が変わる可
能性がある。

*13 Grossman and Helpman (1991, Ch. 12, sec 12.3)の品質階梯のモデルにおいても，模倣の私的費用の減少が模倣の集約度（模
倣の到着率）を減少させてしまう可能性が指摘されているが，本稿のモデルではパラメータ値に関わらず常にこのことが成立する。
Kurihara (2005)では，北が組み立て工程を南に委託するというフラグメンテーションを含んだ品質階梯型のプロダクトサイクル
モデルにおいて，南の模倣活動の費用の低下が模倣の到着率を減少させることが示されている。ただし，Kurihara (2005)では，
全ての北の企業がフラグメンテーションを行うとしており，フラグメンテーションを行うかどうかの選択は考慮されていない。

*14 しかしながら，模倣された財の成長率 ṅi/ni は定常状態ではイノベーション率に等しくなり，これは知的所有権の緩和によって増
加する。

*15 Grossman and Helpman (1991, Ch. 11)においては，模倣のおける私的費用の低下は，模倣率を増加させる。一方，Lai (2001)

においては，南の一方の国における模倣活動に従事する労働者の効率性の上昇は，その国に移転している多国籍企業が直面する模
倣率を増加させる。最後に，Branstetter et al. (2005)では模倣活動に従事する労働者の効率性の低下は模倣率を減少させるが，
彼らの分析は数値計算によっている。
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イノベーション率 模倣率 多国籍化率 南北の相対賃金

Grossman and Helpman (1991, Ch. 11)a ↑ ↑ n.a. ↑
Helpman (1993) ↑ n.a. n.a. ↑

Lai (1998) ↓ n.a. ↓ ↓
本稿 ↑ ↓ ↑ ↑

a：南北間の賃金格差が大きいとき。賃金格差が小さいときにはイノベーション率および模倣率に何の影響も与えない。

表 2 本稿及び先行研究における知的所有権の緩和の効果

3.3 労働供給の増加の効果の分析

次に，労働供給の増加がイノベーション率，模倣率，多国籍化率，および相対賃金に及ぼす効果を分析する。

分析の詳細は Appendix A.7に提示されている。結果は知的所有権の緩和の効果と合わせて，表 3にまとめら

れる。

g µ ω wS

wN

µ
g (= ni

nm
) ω

g (= nS

nN
)

ψi ↑ ↑ ↓ ↑ ↑ ↓ ↑
HN ↑ ↑ ↑ ? ↓ ↑ ↓
HS ↑ ↑ ? ↑ ↑ ↓ ↑

表 3 分析結果

この結果に対して解釈を与えることとする。北の労働供給が増えると，生産に従事する労働者が増えるが，

研究開発に従事する労働者も増えるので，イノベーション率 gが増加する。多国籍化率 ωに与える効果は明確

でないが，多国籍化率が増えたとしても，イノベーション率の増加によって北の生産する財の割合が増える効

果の方が，海外直接投資によって北の生産する財の割合が減る効果を上回り，北が生産する財の比率 nN/nS

が増加する。生産に従事する労働者が増加することによって北の相対賃金を押し下げる直接的効果も存在する

が，北の生産労働に対する相対需要が増加する効果の方が上回り，北の相対賃金を増加させる。南の生産する

財の割合が減少すると，南の生産する財の価格が相対的に高くなり，南では労働が生産から模倣活動に移動す

るために，模倣率が増加する。

次に，南の労働供給が増えると，多国籍企業の受け皿が増加するので，多国籍化率が増加する。その結果，

南が生産する財の割合が増加して，南の生産労働に対する相対需要を増加させる。生産労働が増えることに

よって相対賃金を押し下げる直接効果も存在するが，ここでも相対需要が増加する効果の方が上回り，南の相

対賃金を増加させる。南の労働供給が増えたときに模倣率 µが増えるかどうかが不確定なのは，模倣される財

のフローは増えるが，多国籍化率の増加により nm が増加して模倣率を引き下げるからである (µ = ṅi/nm)。

また，nm が増加しても模倣活動の生産性が増加することはない。北の地域内では，直接投資により生産労働

への需要を南に移転することができるようになるために，労働者を研究開発に多く配分できるようになり，イ

ノベーション率が増加する。

この結果は，一方の地域の規模が増加するとその地域の相対賃金を増加させるという Grossman and
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Helpman (1991, Ch. 11) の結論が FDI が存在するときでも成り立つことを示している*16。ただし，南の

労働供給が増加したときに南の相対賃金を増加させるメカニズムは若干異なる。Grossman and Helpman

(1991, Ch. 11)では南の労働供給が増加すると，模倣活動が活発化して南の生産する財の割合が増加するが，

本稿のモデルでは，南の労働供給が増加すると，多国籍企業の受け皿が増加するために，南が生産する財の割

合が増加するためである。

ここでの分析の結果は，多くの先進諸国，特に日本が直面している少子化の影響にも応用することができ

る。少子化によって労働供給が減少するので，本稿の分析においては HN の減少と見なすことができる。HN

の減少は，模倣率を減少させるが，イノベーション率と北の相対賃金を減少させてしまう。つまり，少子化は

イノベーションを減速させ，先進諸国の相対所得を減少させてしまうことになる。

4 結論と今後の課題

本稿は，北から南への直接投資活動が存在し，イノベーション活動および模倣活動を内生化した南北貿易モ

デルにおいて，模倣活動の私的費用の減少および各地域の労働供給の増加が，イノベーション率，模倣率，多

国籍化率，および南北の相対賃金に与える効果を分析した。その結果，模倣の私的費用の減少はイノベーショ

ン率，多国籍化率，南の相対賃金を増加させ，模倣率を減少させることが示された。模倣の私的費用の減少が

模倣率を減少させるという逆説的な結果がパラメータ値に関わらず成立することが示された。

労働供給の増加の効果に関しては，北の労働供給の増加はイノベーション率，模倣率，および北の相対賃金

を増加させることが示された。一方，南の労働供給の増加は，イノベーション率，多国籍化率，および南の相

対賃金を増加させることが示された。つまり，労働供給の増加は，イノベーション率およびその地域の相対賃

金を増加させるという，Grossman and Helpman (1991, Ch. 11)と同様の結果が得られることが示された。

次に，今後の課題について述べることとする。本稿では，北の研究開発活動における知識のストックはこれ

までに開発してきた製品の数に依存し，南の模倣活動における知識のストックは模倣の累積的経験のみに依存

するとしてきた。しかし，本稿で得られた結果は，北の研究開発の知識のストックおよび南の模倣の知識のス

トックの定式化に依存している。他の定式化のときに結果がどのように変わるかは今後の課題である。

また，本稿のモデルでは，北から南への技術移転の経路として，海外直接投資のみを考えてきた。しか

し，現実には南が北の製品を直接模倣するというリバースエンジニアリングも存在するであろう。さらに，

Grossman and Helpman (1991, Ch. 11)のモデルと比較を完全にするためにも，技術移転の経路として，海

外直接投資とリバースエンジニアリングの両方を考える必要がある*17。

最後に，本稿では知的所有権の緩和を模倣活動における私的費用の減少ととらえたが，知的所有権の緩和を

模倣活動における労働効率性の増加（ai の低下）としたときに結果がどのように変わるかも今後の課題であ

る*18。Glass and Saggi (2002)では知的所有権の強化を模倣活動における労働効率性の低下としており，本

稿のモデルにおいても，知的所有権の強化を同様にとらえなければ，両者のモデルを単純に比較することがで

*16 しかしながら，本稿のモデルでは，リバースエンジニアリングによる技術移転を全く考えていないので，Grossman and Helpman

のモデルとの比較を行うためには，技術移転の経路として海外直接投資とリバースエンジニアリングの両方を考慮したモデルを構
築する必要があるであろう。Appendix A.8参照。

*17 Appendix A.8においては技術移転の経路がリバースエンジニアリングと海外直接投資の両方を考えたとしても，多国籍企業への
模倣の方がリバースエンジニアリングよりも容易であり，αη > 1 のときには，リバースエンジニアリングにより模倣を行う企業
はいなくなり，本稿で分析したケースに該当することが示されている。技術移転の経路がリバースエンジニアリングと海外直接投
資の両方であり，αη ≤ 1となるケースについては今後の課題である。

*18 (36)より ai の低下が gを増加させ，そのとき (29)より ωおよび ω/gも増加することがわかる。しかし，µ，µ/gおよび wS/wN

に与える効果は明確でない。
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きない。両者のモデルを比較することができれば，模倣率が内生的であるときのバラエティ拡大モデルと品質

階梯モデルの比較ができるであろう*19。ただし，バラエティ拡大モデルと品質階梯モデルではイノベーショ

ン率及び模倣率の定義が異なっているので，注意が必要である。

APPENDIX

A.1 需要関数 (4)の導出

消費者の静学的な最適化問題は予算制約 (3)の元で瞬時的効用 Ub =
(∫ n

0
xb(j)αdj

)1/α
を最大化するもので

ある。従って，この問題へのラグランジュ関数は以下のようになる。

L =
(∫ n

0

xb(j)αdj

)1/α

+ λ

(
Eb −

∫ n

0

p(j)xb(j)dj
)

最適化のための一階の条件は予算制約と以下の式になる。

1
α

(∫ n

0

xb(j)αdj

) 1−α
α

αxb(j)α−1 − λp(j) = 0

Ub の定義を代入することにより以下のようになる。

U1−α
b xb(j)α−1 = λp(j)

従って，
Ubλ

− 1
1−α = xb(j)p(j)

1
1−α

これは xb(j)p(j)
1

1−α が j からは独立であることを示している。従って，(3)より，

Eb =
∫ n

0

xb(j)p(j)
1

1−α p(j)−
α

1−α dj = xb(j)p(j)
1

1−α

∫ n

0

p(j)−
α

1−α dj

ε = 1/(1− α)を考慮することにより，

xb(j) =
Ebp(j)−ε

∫ n

0
p(j′)1−εdj′

, b = N,S

各地域について足すことにより j 財への需要関数 (4)が得られる。

x(j) =
∑

b=N,S

xb(j) =
Ep(j)−ε

∫ n

0
p(j′)1−εdj′

A.2 異時点間の最適条件 (5)の導出

需要関数 (4)より瞬時的効用は以下のようになる。

Ub = Eb/P

*19 Glass and Wu (2005)は模倣率が外生的である場合に，品質階梯モデルとバラエティ拡大型のモデルとの比較を行っている。
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ここで P ≡ (∫ n

0
p(j)1−εdj

) 1
1−ε は価格指標を表す。ストックの異時点間の予算制約 (2)を時間で微分すると，

フローの異時点間の予算制約は以下のようになる。

Żb = Yb − Eb + rZb (A.1)

カレントバリューハミルトニアンは以下のようになる。

H =
(Eb/P )1−σ − 1

1− σ
+ m[Yb − Eb + rZb]

ハミルトニアン最大化のための 1階の必要条件は，以下の二つである。

∂H
∂Eb

=
(Eb)−σ

P 1−σ
−m = 0 (A.2)

ṁ = − ∂H
∂Zb

+ ρm (A.3)

(A.2)より，
ṁ

m
= −σ

Ėb

Eb
− (1− σ)

Ṗ

P

(A.3)より，
ṁ

m
= ρ− r

上の 2式より，以下の式を得る。

σ
Ėb

Eb
+ (1− σ)

Ṗ

P
= r − ρ (A.4)

σ, P, r, ρは各地域で共通であるので，ĖN/EN = ĖS/ES となる。従って，E = EN + ES より

Ė

E
=

EN

E

ĖN

EN
+

ES

E

ĖS

ES
=

ĖN

EN
=

ĖS

ES
= g

(4)より，北の財への需要は xN =
p−ε

N E

P 1−ε
であるので，nNxN =

nNp−ε
N n

P 1−ε
となる。(23)より，nNxN は定常

状態では一定となるので，ṗN/pN = g を考慮すると，
Ṗ

P
=

2α− 1
α

g となる。従って，(A.4)より (5)が得ら

れる。

A.3 (28)式の導出

(4), (6), (8), (7), (9)より，北の企業の操業利潤と多国籍企業の操業利潤の比率を南北の相対賃金の関数と

して表すことができる。
πN

πm
=

(
wN

wSη

)1−ε

(A.5)

(23)を (7)に代入して，

πN =
1− α

α
wN

HN − adg

nN

Hm = ηnmxm を (9)に代入して，

πm =
1− α

α
wSη

Hm

nmη
=

1− α

α
wS

Hm

nm
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上の 2式の比率をとると，以下のようになる。

πN

πm
=

wN (HN − adg)/nN

wSHm/nm

(20), (A.5)を代入して， (
wN

wSη

)−ε

=
HN − adg

Hm
η

ω

g + µ
(A.6)

(A.5)，(27)より， (
wN

wSη

)−ε

=
(

ρ + φg

ρ + φg + µ

)1/α

(A.7)

(A.6), (A.7)より，(28)が得られる。

A.4 (30)および (31)の導出

(4), (8), (10), (18), (24)より，

nixi

ηnmxm
=

1
η

µ

g

(
pi

pm

)−ε

=
µ

ηg

(
1
η

)−ε

=
µ

g

1
η1−ε

→ gnixi =
µ

η1−ε
ηnmxm =

µ

η1−ε
(HS − aig − nixi)

→ nixi(g +
µ

η1−ε
) =

µ

η1−ε
(HS − aig)

→ nixi =
µ

η1−ε

g + µ
η1−ε

(HS − aig)

=
µ

gη1−ε + µ
(HS − aig)

=
µ
g

µ
g + η1−ε

(HS − aig)

→ ηnmxm =
η1−ε

µ
g + η1−ε

(HS − aig)

従って，(30)および (31)が得られる。

A.5 SS曲線と NME曲線の形状

F 1 ≡ 1− α

α
µ(HS − aig)− (1− ψi)ai(ρ + φg)(µ + gη1−ε) = 0 (SS)

F 2 ≡ 1− α

α

[(
ρ + φg

ρ + φg + µ

)1/α
g + µ

µηε + ηg
(HS − aig) + (HN − adg)

]
− ad(ρ + φg) = 0 (NME)

F 1
g = −ai[µ(

1− α

α
+ φ) + η1−εφg + η1−ε(ρ + φg)] < 0
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F 1
µ = ai(ρ + φg)

gη1−ε

µ
> 0

F 2
g = D

{
φµ

α(ρ + φg)(ρ + φg + µ)
+

µ(ηε − 1)
(g + µ)(µηε + ηg)

− ai

HS − aig

}
− ad(

1− α

α
+ φ)

F 2
µ = −D

{
1

α(ρ + φg)
+

g(ηε − 1)
(g + µ)(µηε + ηg)

}
< 0

ここで D ≡ ad(ρ + φg)− 1−α
α (HN − adg)である。また，下付の添え字はそれぞれの変数について偏微分し

たことを表す。従って，SS曲線の傾きは正である。また，

F 1
g F 2

µ − F 1
µF 2

g > 0

→ F 1
g F 2

µ > F 1
µF 2

g

F 2
g > 0のとき (NMEの傾きは正)

F 1
g F 2

µ

F 2
g

> F 1
µ

→ F 2
µ

F 2
g

<
F 1

µ

F 1
g

→ −F 2
µ

F 2
g

> −F 1
µ

F 1
g

→ NME曲線の傾き >SS曲線の傾き

A.6 NN曲線とME曲線の形状

F 3 ≡ 1− α

α

ω + g

g
(HN − adg)− ad(ρ + φg) = 0 (NN)

F 4 ≡ ω−g

[ 1−α
α (HS − aig)− ai(ρ + φg)(1− ψi)

1−α
α (HS − aig)− ai(ρ + φg − η1−εg)(1− ψi)

]1/α 1−α
α (HS − aig)− ai(ρ + φg)(1− η1−ε)(1− ψi)

η 1−α
α (HN − adg)

= 0

(ME)

F 3
g = −1− α

α

ω

g2
(HN − adg)− 1− α

α

g + ω

g
ad − adφ < 0

F 3
ω =

1− α

α

1
g
(HN − adg) > 0

F 4
g = −ω

g

1
C

{
HN

HN − adg
[C] − g

α

aiη
1−ε( 1−α

α HS − aiρ)
[A][B]

[C]− aig[
1− α

α
+ φ(1− η1−ε)]

}

F 4
ω = 1

ここで C ≡ 1−α
α (HS − aig)− ai(ρ + φg)(1− η1−ε)である。従って，NN曲線の傾きは正である。また，

F 3
g F 4

ω − F 3
ωF 4

g < 0
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→ F 3
g F 4

ω < F 3
ωF 4

g

F 4
g < 0（ME曲線の傾きは正）のとき

F 4
ω >

F 3
ω

F 3
g

F 4
g

→ F 4
ω

F 4
g

<
F 3

ω

F 3
g

→ −F 4
ω

F 4
g

> −F 3
ω

F 3
g

つまり，MEの傾きが正のときには，ME曲線の傾きの方が NN曲線の傾きよりも大きい。

A.7 労働供給の増加

A.7.1 北の労働供給の増加

相対賃金への効果は (A.7)および (33′′)より，

wS

wN
=

(
ρ + φg

ρ + φg + µ

) 1−α
α 1

η
=

[ 1−α
α (HS − aig)− ai(ρ + φg)

1−α
α (HS − aig)− ai(ρ + φg − η1−εg)

] 1−α
α 1

η
(A.8)

従って HN が増加したときに wS/wN は減少する。

(37)より，HN の増加が g を増加させることがわかっているが，後の計算のために (36)より，HN の増加

が g に与える効果を明示的に求めておく。(36)を変形して，

χ ≡
[ 1−α

α (HS − aig)− ai(ρ + φg)(1− ψi)
1−α

α (HS − aig)− ai(ρ + φg − η1−εg)(1− ψi)

]1/α 1−α
α (HS − aig)− ai(ρ + φg)(1− η1−ε)(1− ψi)

ad(ρ + φg)− 1−α
α (HN − adg)

1
η

= 1

表記の簡略化のために，対数微分を行う。

∂ ln χ

∂g
= −aiη

1−ε( 1−α
α HS − aiρ)

α[A][B]
− ai

1−α
α + φ(1− η1−ε)

C
− ad

1−α
α + φ

D

∂ ln χ

∂HN
=

1−α
α

D

陰関数定理より
dg

dHN
=

1−α
α /D

E

ここで，表記の簡略化のために，以下のような記号を定義している。

A ≡ 1− α

α
(HS − aig)− ai(ρ + φg)

B ≡ 1− α

α
(HS − aig)− ai(ρ + φg − η1−εg)

C ≡ 1− α

α
(HS − aig)− ai(ρ + φg)(1− η1−ε)
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D ≡ ad(ρ + φg)− 1− α

α
(HN − adg)

E ≡ −∂ ln χ

∂g

つぎに，ω/g への効果を求める。(29)より

ω

g
= ad

α

1− α

ρ + φg

HN − adg
− 1

→ d(ω/g)
dHN

= ad
α

1− α

φ(HN
dg

dHN
− g)− ρ(1− ad

dg
dHN

)
(Hp

N )2
< 0

ここで

HN
dg

dHN
− g =

adρ−D
D − aigη1−ε( 1−α

α HS−aiρ)

α[A][B] − aig
1−α

α +φ(1−η1−ε)

C

E

1− ad
dg

dHN
=

aiη
1−ε( 1−α

α HS−aiρ)

α[A][B] + ai

1−α
α +φ(1−η1−ε)

C + adφ
D

E
> 0

φ(HN
dg

dHN
− g)− ρ(1− ad

dg

dHN
) = −

φ + ai(ρ + φg)
{

η1−ε( 1−α
α HS−aiρ)

α[A][B] +
1−α

α +φ(1−η1−ε)

C

}

E
< 0

一方で，HN の増加が ω に与える定性的効果は不明確である。

dω

dHN
=

dg

dHN

ω

g
+ g

d(ω/g)
dHN

=
1

E(Hp
N )2

{
Hp

N − adφg
α

1− α
− α

1− α
adgai(ρ + φg)

[
η1−ε( 1−α

α HS − aiρ)
α[A][B]

+
1−α

α + φ(1− η1−ε)
C

]}

図 7 より，HN の増加が µ, µ/g に及ぼす効果を分析することができる。HN の増加により NME 曲線は

右上にシフトする。その結果交点は SS 曲線に沿って右上に移動する。従って，g, µ は増加する。SS 曲線の

(g, µ)平面上における弾力性は 1より小さいので，µ/g は増加する。

A.7.2 南の労働供給の増加

∂ ln χ

∂HS
=

1− α

α

(
aiη

1−εg

αAB
+

1
C

)

陰関数定理より，

dg

dHS
=

1−α
α

(
aiη

1−εg
αAB + 1

C

)

E

相対賃金への効果を求める。(A.8)より，

wS

wN
=


 1

1−α
α (HS−aig)−ai(ρ+φg)+aiη1−εg

1−α
α (HS−aig)−ai(ρ+φg)




1−α
α

1
η

=


 1

1 + aiη1−εg
1−α

α (HS−aig)−ai(ρ+φg)




1−α
α

1
η
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µ

g

NME

SS1−α
α

HS
η + 1−α

α HN−adρ
1−α

α

ai
η +ad( 1−α

α +φ)

HN ↑

図 7 HN の増加の効果

従って，HS が変化したときに wS

wN
は g

1−α
α (HS−aig)−ai(ρ+φg)

と逆方向に変化することがわかる。

d

dHS

[
g

1−α
α (HS − aig)− ai(ρ + φg)

]
=

dg
dHS

(
1−α

α HS − aiρ
)− 1−α

α g

A2
< 0

← dg

dHS

(
1− α

α
HS − aiρ

)
− 1− α

α
g = −

1−α
α

E

{ 1−α
α HN − adρ

D
+

aiρη1−ε

C

}
< 0

従って，HS が増えたときに wS

wN
は増加する。

次に，µ/g への効果を求める。(33′)より

µ

g
= aiη

1−ε ρ + φg
1−α

α (HS − aig)− ai(ρ + φg)

d

dHS

[
ρ + φg

1−α
α (HS − aig)− ai(ρ + φg)

]
=

1− α

α

dg
dHS

(φHS + ρai)− (ρ + φg)
A2

< 0

← dg

dHS
(φHS + ρai)− (ρ + φg) = −

1−α
α

φ(HN−adg)+ad(ρ+φg)
D + ρaiη

1−ε

αB

E
< 0

HS の増加が，µに与える定性的効果は不明確である。

dµ

dHS
=

dg

dHS

µ

g
+ g

d(µ/g)
dHS

=
1−α

α aiη
1−ε

EA

{
−1− α

α
g
φ(HN − adg) + ad(ρ + φg)

AD
+

φaiη
1−εg2

αAB
+

ρ + φg

C

}

最後に，HS の増加が ω, ω/gに与える効果は，図 8より求めることができる。HS の増加はME曲線を右に

シフトさせる。その結果，定常状態は NN曲線に沿って右上に移動して，g および ω はともに増加する。NN

曲線の弾力性は 1より小さいので，ω/g は増加する。
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ω

g

NN

ME

1−α
α HN−adρ

ad( 1−α
α +φ)

HS ↑

図 8 HS 増加の効果

A.8 リバースエンジニアリングと多国籍企業への模倣の両方が存在する

場合

リバースエンジニアリングによる模倣と多国籍企業への模倣の両方を考慮に入れたケースでは，経済全体の

バラエティの構成は以下のようになる。

n = nN + niN + nim + nm

ここで，niN はリバースエンジニアリングにより，北の技術を習得した南の企業（iN 企業）によって生産さ

れる製品数，nim は多国籍企業への模倣により北の技術を獲得した南の企業（im企業）によって生産される

製品数である。

技術移転の経路は図 9のようになる。

各企業の価格付けについてみていく。北の代表的企業，以前と同様にマークアップの価格を付ける。

pN = wN/α (A.9)

南で生産している多国籍企業も同様にマークアップの価格を付ける。

pm = wSη/α (A.10)

南の企業の価格付けは，南北間の生産費用の格差の大きさによって，以下の 3つのケースに分けられる。

1. wN > wS/α ≥ wSη
piN = wS/α (A.11)
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pim = wSη (A.12)

2. wS/α ≥ wN > wSη
piN = wN (A.13)

pim = wSη (A.14)

3. wN > wSη > wS/αつまり αη > 1のとき

piN = pim = wS/α (A.15)

im企業と iN 企業ともに利潤を最大にする価格は wS/αである。1番目のケースでは，iN 企業が利潤を最大

化するようにマークアップの価格を付けてもライバルである北の企業の限界費用 wN を下回るので安心して

マークアップの価格を付けることができる。im企業がマークアップの価格を付けるとライバルである多国籍

企業の限界費用 wSη を上回ってしまうので，im企業は wSη よりもわずかに低い価格を付けて，多国籍企業

を市場から排除しようとする。2番目のケースでは，iN 企業が利潤を最大化するように価格を付けるとライ

バルの限界費用を上回ってしまう。従って，iN 企業は wN よりもわずかに低い価格を付けることによって北

の企業を市場から排除しようとする。im企業の価格付けについては 1番目のケースと同様である。3番目の

ケースでは，im企業と iN 企業が利潤を最大化するように価格を付けてもライバルの限界費用を下回るので，

両企業とも安心してマークアップの価格を付けることができる。従って，iN 企業と im企業はともに wS/α

という価格を付け，両企業は同じ独占利潤を得る。しかし，Lai (1998)や Glass and Saggi (2002)に従い，多

国籍企業への模倣の方がリバースエンジニアリングよりも容易であると仮定すると，リバースエンジニアリン

グによる模倣を行う企業はいなくなる。従って，本稿で分析した，多国籍企業のみが技術移転の経路となる場

合に該当する。
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